
はしがき

　国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研究所は、住宅・建築物の一次エネル

ギー消費量の算定方法を開発するため、特に平成 13 年度以降の自立循環型住宅技術開発に関す

る一連の研究、持続可能な社会構築を目指した建築性能評価・対策技術の開発（SB総プロ、平

成 16 年度～ 18 年度）等において、基礎部分からの理論構築及び実証実験等による特性値の収集

に取り組んできた。平成 21 年度以降においては、両研究所と一般社団法人日本サステナブル建

築協会における調査研究との連携により算定ロジックのプログラム化に、独立行政法人建築研究

所と国土交通省建築基準整備促進事業の事業主体との共同研究の実施によりエネルギー消費量算

定の前提となる建物や室の使用条件及び設備機器の実使用条件下におけるエネルギー効率情報取

得に目処をつけることができた。

　本資料は、これら研究成果を踏まえ、両研究所も参画して策定された平成 25 年 1 月公布の、

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づく「エネルギーの使用

の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」（平成 25 年経済産業省・国土

交通省告示第 1号、以下「省エネルギー基準」とする。）を掲載するとともに、これらの技術基

準に則って、建築物（共同住宅を含む）の一次エネルギー消費量を算定するために開発されたプ

ログラムの使用方法を解説するものである。上記の技術基準 ( 告示 ) 等及び住宅等に関するプロ

グラムの解説については、本資料と同時に別途刊行される「住宅編」に掲載している。なお、一

次エネルギー消費量算定プログラムは国土交通省国土技術政策総合研究所と独立行政法人建築研

究所を通じて一般に公表される。

　算定対象としたエネルギー用途は、住宅については暖冷房、換気、給湯、照明であり、建築物

については空調、換気、給湯、照明、昇降機である。また、住宅及び建築物のいずれに関しても

太陽光発電やコージェネレーションによる発電分等についても算定が可能となっている。

なお、平成 24 年 12 月に出版された国土技術政策総合研究所資料第 702 号・建築研究資料第 140

号は、平成 24 年 12 月に公布された低炭素建築物認定基準に関するプログラムの解説書であり、

本資料とは対象とする法律が異なる。低炭素建築物認定基準と省エネルギー基準ではプログラム

は共通で用いられるため両資料の内容はほぼ同じであるが、本資料では一部加筆・修正して内容

を更新している。

　最後に、両研究所が主体となって構築してきた建物のエネルギー消費量の算定ロジックの充実

やプログラム化に貢献された一般社団法人日本サステナブル建築協会及び関連する様々な調査活

動にご協力いただいた学識経験者、民間技術者の方々に深甚なる謝意を表したい。本資料及び本

資料が解説するプログラムは関係者の方々のご貢献なしには完成しなかったものである。
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